
平成 23年 3 月 23日 

平成 23年 3 月 28日（改定） 

 
お客さま 各位 
 

ミルクの調乳に使用する水について 
 

 

東北地方太平洋沖地震に被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。 

 

この度、東日本の一部地域の水道水から、放射性ヨウ素の食品衛生法に基づく暫定規

制値 100Bq/Kg を超えるものが検出されました。これを受けて厚生労働省は、暫定基準

値を超える水道水を、乳児に与えることを控えるよう指導しております。 

 

ミルクの調乳には、調乳用の水「森永 やさしい赤ちゃんの水」をおすすめいたしま

す。お近くのお店に「森永 やさしい赤ちゃんの水」を含む調乳用の水がなく、また水

道水が使えない場合は、ミネラルウォーターを煮沸し、少し冷ました上で（70℃以上）

調乳にご利用ください。その際のミネラルウォーターはミネラル含量が少ない（硬度が

低い）軟水をご使用することをおすすめいたします。 

 

 なお、各ミネラルウォーターの成分に関して、お問い合わせいただいておりますが、 

あらためて弊社の考え方を以下の通りお伝え致します。 

① ミネラル含量（硬度）が極端に高いミネラルウォーターはおすすめしません。 

② その他、特別の組成（成分）をもつミネラルウォーターにつきましては、乳児に対

してどのような影響を及ぼすのか情報をもちあわせておりませんので、判断を差し

控えさせて頂きます。製造元もしくは販売元にお問い合わせいただきますようお願

い申し上げます。 

 

「森永 やさしい赤ちゃんの水」は、東北地方太平洋沖地震被災地への優先的な供給

と、急激な需要の高まりにより、お店で品切れになっている場合もあることをお詫び申

し上げます。 

                    

                 【お問い合わせ先】 森永乳業「お客さま相談室」 

フリーダイヤル ０１２０－３０３－６３３ 

受付時間 平日 9：00～17：30 

土日祝 9：00～17：30 


